
【火口から半径１ｋｍ以内】規制は、平成２８年
３月２９日１１時に解除となりました。
県道１号小林えびの高原牧園線通行止めも
解除されています。

※区域に入るにはえびの市長の許可が必要
となります。

県道１号線通行止め区間
（解除）


